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川崎市人権尊重教育推進会議設置要綱 

 （目的及び設置） 

第１条 川崎市立学校における人権尊重教育の深化を図り、子ども一人ひとりが尊重され、

心豊かに共に生きる社会の形成者の一人として成長する教育活動を支援するため、川崎市人

権尊重教育推進会議（以下「人権推進会議」という。）を設置する。 

 （構成） 

第２条 人権推進会議は、別表に掲げる者をもって構成する。 

２ 人権推進会議に、別表付表に掲げる者をもって構成する幹事会を置く。 

 （事業） 

第３条 人権推進会議は、次の事業を行う。 

 ⑴ 人権尊重教育を支援するための情報収集及び調査研究 

 ⑵ 人権尊重教育を支援するための情報及び資料の提供 

 ⑶ 人権尊重教育活動の成果のまとめ 

 ⑷ 人権尊重教育を推進する学校関係の研究会等との相互協力 

 ⑸ その他第１条に定める設置目的を達成するための事業 

 （議長等） 

第４条 人権推進会議に議長及び副議長を置く。 

２ 議長及び副議長は、各１名とし、人権推進会議構成員の互選により選任する。 

 （会議） 

第５条 議長は、人権推進会議の会議を招集し、これを主宰する。 

２ 副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故あるときは議長の職務を代理する。 

 （意見の聴取等） 

第６条 人権推進会議は、必要と認めるときは、人権尊重教育に関する専門家等の出席を求

め、意見等を聴くことができる。 
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（事業事務） 

第７条 幹事会は，第３条第１項及び第３項に掲げる事業に係る事務並びに人権推進会議 

 の経常的事務を処理する。 

 （庶務） 

第８条 人権推進会議の庶務は、教育委員会事務局教育政策室人権・多文化共生教育におい

て処理する。 

 （その他の事項） 

第９条 この要綱に定めのない事項については、議長が人権推進会議の会議に諮り定める。 

   付 則 

・この要綱は、平成６年７月１８日から施行する。 

・この改正要綱は、平成８年４月３日から施行する。 

・この改正要綱は、平成９年６月１７日から施行する。 

・この改正要綱は、平成１０年６月１５日から施行する。 

・この改正要綱は、平成１３年５月２８日から施行する。 

・この改正要綱は、平成２６年５月１５日から施行する。 

・この改正要綱は、平成２７年５月２９日から施行する。 

・この改正要綱は、平成２８年５月１７日から施行する。 

・この改正要綱は、平成２９年５月１６日から施行する。 

・この改正要綱は、令和元年５月１５日から施行する。 

・この改正要綱は、令和２年７月１日から施行する。 
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別表（第２条第１項関係） 人権尊重教育推進会議構成員

別表付表（第２条第２項関係）人権尊重教育推進会議幹事会構成員

(1)川崎市教育委員会事務局教育政策室 室長 

(2)川崎市教育委員会事務局教育政策室人権・多文化共生教育担当課長 

(3)川崎市立小学校長会長 

 (4)川崎市立中学校長会長 

(5)川崎市立高等学校長会長 

 (6)川崎市特別支援学校長会長 

 (7)川崎市教職員組合書記長 

 (8)川崎市公立学校管理職組合副委員長 

 (9)川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課長 

 (10)川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課担当課長 

(11)川崎市教育委員会事務局学校教育部区・教育担当担当課長 

 (12)川崎市教育委員会事務局生涯学習推進課長 

 (13)川崎市総合教育センタ－カリキュラムセンター室長 

 (14)川崎市総合教育センタ－教育相談センタ－室長 

 (15)こども未来局保育事業部担当課長  

(16)市民オンブズマン事務局人権オンブズパーソン担当担当課長 

 (17)川崎市ＰＴＡ連絡協議会事務局長 

(1)川崎市教職員組合教文部長 

(2)川崎市教育委員会事務局生涯学習推進課振興係長 

(3)川崎市教育委員会事務局学校教育部指導主事 

(4)川崎市教育委員会事務局教育政策室担当係長（人権・多文化共生教育） 

(5)川崎市教育委員会事務局教育政策室指導主事（人権・多文化共生教育） 

(6)川崎市総合教育センター指導主事（教育相談） 

(7)川崎市総合教育センター指導主事（カリキュラム） 


